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本研究は、これまでの清代中国の〈国家と社会〉についての理解が中国特有の史料のあり方に

大きく規定されたものであったことを鑑み、そのような史料が有する独特に屈曲した覗き窓から

〈国家と社会〉を垣間見る難しさを熟知した上でなおかつそこに見られる「虚像」に「実像」を

見出そうとした一つの試みである。 

清代史料と付き合うに当たっては次の三点を留意すべきである。第一は、その「当為と実態」

の仕組みをいかに会得するかという問題である。そのためには史料の発信する情報がいかなる

「当為」の反映であるかを見極め、そこからどういった「実態」が掘り起こされるかを常に意識

しなければならない。第二は、清朝の中国支配が確立する十八世紀前半までの百年余りの時期の

特性をいかに考慮するかという問題である。清朝統治下の厳しい言論統制の中で著された史料を

どう読み解くかは清初史の明末史とは異なる難しさである。第三は、州県よりもさらに基層にあ

る郷村地域の支配実態をいかに復元するかという問題である。それには一次史料の質と量との両

方からの開拓がなお必要であり、その成否が大きな影響を与えると考えられる。 

それゆえ本研究ではこれらの留意点を強く意識し、それらを踏まえた上で清代中国の地域支配

の実態を《徴税機構の再編》《清朝と在地勢力》《郷村管理と地方文献》の三つの方向から考察し

た。内容は次の通りである。 

 第一篇《徴税機構の再編》では、清朝の徴税機構が里甲制の解体に伴い、事実上、税糧包攬と

呼ばれる請負慣行によって維持されるようになったことを実証し、徴税機構という王朝支配の根

幹に関わる制度を通して清朝の地域支配の構造を明らかにした。第一章〈税糧包攬の展開〉では、

税糧包攬の行為が十六－十七世紀の里甲制に基づく徭役による徴税機構の残存期からその後の
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消滅期にかけてさらに一層の展開を示し、十八世紀においては事実上の新たな徴税機構として機

能するに至った過程を跡づけた。第二章〈自封投櫃制の構造〉では、清朝が里甲制による徴税に

代わる制度として提唱した自封投櫃の制度的構造を分析し、自封投櫃制と税糧包攬とが互いに矛

盾することなく清朝の徴税機構を形成したことを明らかにした。第三章〈紳衿による税糧包攬と

清朝国家〉では、税糧包攬の主要な担い手である紳衿と呼ばれる在地勢力の徴税請負行為に焦点

をあて、その特徴を挙げるとともに清朝の対応のあり方について論じた。第四章〈黄六鴻の編審

論〉は一地方官が書き残した賦役論をもとに徭役に重きを置く北方地域の賦役制度の構造と税糧

包攬との関係を指摘し、併せて田賦に重きを置く南方地域との制度的な相違について言及した。 

第二篇《清朝と在地勢力》では、清朝が江蘇・浙江の各地域にその支配を確立する過程におい

て、いかにしてその地域の在地勢力に対応したかという問題を追究し、清初における〈国家と社

会〉の関係を地域支配の面から考察した。そして王朝国家の「独裁政治」を地域において実現し

なければならなかった地方行政官たちは、そのためには在地勢力と妥協しその協力を求めなけれ

ばならないという矛盾があったことを明らかにした。第五章〈清朝の江南統治と在地勢力〉では、

清朝が江南統治を開始した時期の政治過程をたどり、その地域における在地勢力と地方官僚の対

応のあり方を、档案、奏議、公牘、筆記といった系統の異なる諸史料から多角的に分析した。第

六章〈康煕年間の浙江在地勢力〉では、康煕年間を中心に浙江において地方官僚から「豪」や「蠹」

と目されていた在地勢力の実態を主として公牘を用いて解明した。第七章〈雍正紳衿抗糧処分考〉

では、雍正年間、江蘇の紳衿を中心とする在地勢力の税糧未納行為に対して清朝がいかなる規制

を実施しえたかという専題を探求し、それを通して清朝の国家体制のあり方を明らかにした。第

八章〈浙江観風整俗使の設置について〉では、浙江観風整俗使というポストが雍正年間に設置さ

れた背景を、雍正政治のいわゆる「独裁支配」における原則と、その原則が末端において適用さ

れる地方行政の実情との関連において再検討した。 

第三篇《郷村管理と地方文献》では、清代における郷村基層地域とその支配実態についての復

元をめざし、地方文献のそれぞれの特徴を指摘した。第九章〈地方志の編纂と地域社会〉では、

地方志の地方文献としての有用性とその史料としての限界性を明らかにした。第一〇章〈郷村組

織再編の一過程―蘇州呉江・震沢の場合を例にして―〉では、里甲制解体後の郷村組織の再編成

の過程を呉江・震沢という特定の地域において検証し、併せて地方志の描く制度史のあり方につ

いて言及した。第一一章〈郷村組織と地方文献―蘇州洞庭山の郷村役を例にして―〉では、地方

档案をはじめとする地方文献を用いて里甲制解体後の郷村役の特定地域における実態の再構成

を試み、併せて地方文献の史料的価値を検討した。第一二章〈浙江天台県の図頭について〉では、
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『天台治略』という特定の公牘に描かれた郷村役に関する情報を手がかりとして康煕末年におけ

る浙江天台県の郷村地域における支配実態を描き出した。 

そして以上の分析を通して本研究が導き出した結論はおよそ以下のようなものである。すなわ

ち、清朝の王朝支配とは、皇帝による集権的な支配権力が中国各地域の末端にまで広汎に浸透し

ていたと見る、ないしはそうあるべきだと見なす「当為」とは別に、地域における在地勢力を排

除しえず、逆にその地域における既存の支配力に相当部分を依拠した「実態」が存在し、むしろ

それによって維持・実現しうるものであった。しかし、清朝はそのような「実態」を観念の世界

においては容認することなく、国家としての制度や言辞については常に「当為」を前提としなけ

ればならなかった。そして、そのためには現実に存在する「実態」を「当為」の中にいかにして

矛盾なく編み込むかに腐心した。後世に遺された清代の史料、とりわけ官撰の史料の記載にはそ

うした実情が色濃く反映されていた。その結果、「当為」が前に押し出されて記載された場合に

は時として王朝権力の強さが必要以上に強調されたし、反対の場合には王朝権力の強さは抑制さ

れた。従って、そうした史料の記載がどう現れ、それがいかに解釈されるかによって「清朝の地

域支配」のイメージはいかようにも態様を変えたのである。こうした史料の特有の性質が中国に

おける〈国家と社会〉の問題をより一層複雑にした原因だったのではなかろうか。 

本研究は右のような結論を導く意義を以下の三点に求めている。 

第一は、清代史に特徴的に現れる「当為」としての制度とは性質を異にする「実態」としての

制度が存在し、そうした実態的な制度の下に王朝支配が事実上機能し、維持されていたことを税

糧徴収機構や在地勢力に対する具体的な統治のあり方を通して実証的に明らかにしたことであ

る。これまでの清代史研究、とりわけ制度の解明に力点を置いた研究は、史料に示された内容に

おける互いの整合性を追及することに多大な精力を注ぐ傾向があり、その制度が実際にどこまで

機能していたかを明らかにすることを怠ってきたように感じる。本研究はそうした傾向を克服し、

いわば「血の通った」制度史の分野を開拓したと理解している。 

第二は、地域の実態的な支配の構造を研究するために必要な新史料を少なからず発掘し、研究

実践を通してその文献としての固有の価値を示したことである。筆者は今日に至るまで中国大陸、

台湾、アメリカなどの海外における中国古籍図書館や文書館に収蔵されている清代史料の収集活

動を行い、それらの史料を活用することによって日本国内に収蔵されている史料だけからでは知

りえない新事実の掘り起こしに努めてきた。その結果、地域の実態的な支配の構造を研究するた

めには、地方の役所が実際に取り交した行政文書である地方档案、地方行政官が発行した公文書

を集めた公牘、さらには地方人士が著した筆記などの、「地方文献」として一括りにできる史料
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群が極めて有用であると認識するに至った。本研究はその成果を豊富に採り入れ、新史料の利用

の意義についても明らかにした。 

第三は、文献には示されることが少ない郷村基層地域とその支配のあり方について多少なりと

も復元し、その実像の一部を明らかにしえたことである。既知の文献史料では十分な情報を持ち

えず、かといってフィールドワークによる聴き取り調査では類推はできても実証しえない清代前

期のこうした対象の研究空白を「地方文献」をもってわずかながらも埋めることのできた意義は

大きいと思っている。この結果、従来官撰史料からは負のイメージでしか捉えられてこなかった

郷村役の概念をいくぶんかは実態に近づけることができたのではないかと考える。 

以上の三点はいずれもみな今後の中国史研究が克復しなければならない特有で、かつ重要な課

題であり、本研究はその一端を示したにすぎない。 

 


